
第 2回名古屋市障害者差別解消庁内推進会議 

 

日時：平成 28年 1月 18日（月）幹部会終了後 

場所：特別会議室 

 

 

 

1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領案について 

 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について 【資料 1-1】 

・職員対応要領最終案（概要版） 【資料 1-2】 

・職員対応要領最終案 【別綴資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 職員研修について 【資料 2】 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）について 

＜法の目的＞ 

障害を理由とする差別の禁止に関する具体的な規定を示し、それが遵守されるための

具体的な措置等を定めることにより、障害者基本法第 4条の差別の禁止の基本原則を具

体化し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進

することを目的とする。 

 

＜施行日＞ 

平成 28年 4月 1日 （公布：平成 25年 6月 26日） 

 

 第 1項 

障害を理由とする 

差別等の権利侵害 

行為の禁止 

第 2項 

社会的障壁の除去 

を怠ることによる 

権利侵害の防止 

第 3項 

国による啓発・知識の

普及を図るための取

り組み 

  

  

 

 差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止 

国・地方公共団体等 
法的義務 

法的義務 

民間事業者 努力義務 

 

 

 
 

国・地方公共団体の機関等 ⇒ 当該機関における取組に関する

要領「職員対応要領」を策定 

主務大臣（省庁） ⇒ 事業者が適切に対応するための事業分野

別の指針「対応指針」を策定 

（実効性の確保：主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告） 

 
 

＜紛争解決・相談＞ 

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実 

＜地域における連携＞ 

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 

＜啓発活動＞ 

● 普及・啓発活動の実施 

＜情報収集等＞ 

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 

 

障害者基本法 

第 4条 
 

基本原則 

差別の禁止 

具体化 

Ⅰ 差別を解消するための措置 

具体的な対応 

Ⅱ 差別を解消するための支援措置 

内閣府（閣議決定） 

政府全体の方針として、

差別解消の推進に関す

る「基本方針」を策定 

資料１-１ 
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職員研修について 

 

１ 今年度末の取り組み 

 (1) ねらい 

   庁内推進会議にて示した「障害者差別解消を推進する人材の養成と職員の意識向上」

（裏面参照）に基づき、幹部職員向け講演会、管理職員向け研修及び E ラーニング（一

般職員向け研修）の 3 パターンの研修を実施し、さらに、「管理職員を中心とした各局

における取り組み」として、管理職員向け研修の実施後、各管理職員が全所属職員に対

して職場内研修を実施することにより、差別解消法の趣旨及び対応要領の内容を全職員

に浸透させ、もって円滑に法施行ができるようにするもの。 

 

 

 (2) 構成・スケジュール（予定） 

 2/4(木) 管理職員向け研修①          Eラーニング開始（一般職員向け研修） 

   

  9(火)   管理職員向け研修② 

  10(水)     幹部職員向け講演会① 

 

  12(金)     幹部職員向け講演会② 

 

  19(金)     （2 月定例会開会（予定）） 

 

3/15(火) 職場内研修実施期間終了 

 

  18(金)（2 月定例会閉会（予定）） 

 

  24(木) 職場内研修実施結果報告締め切り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

職場内研修実施期間
（1ヵ月強） 

… 

… 

資料２ 
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２ 各研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障害者差別解消を推進する人材の養成と職員の意識向上 

 

 

管理職員を中心とした各局における取り組み 

 

全職員への浸透 

幹部職員研修 

管理職員研修 

一般職員向け研修 

幹部職員向け講演会（局長級・部長級） 

ねらい： 

・障害者差別解消法の理解 

・幹部職員として、障害者差別解消に関して

求められる役割や責任の再認識 

 

プログラム： 

1 岩城副市長講話 

2 外部有識者による講演 

   愛知県立大学 吉川雅博 教授 

   放送大学   大曽根寛 教授 

3 担当主幹による制度説明 

 

管理職員向け研修（課長級） 

ねらい： 

・管理職員の意識向上 

・対応要領の周知 

・職場全体における障害者差別の取り組みを

徹底させていくための知識の習得 

プログラム： 

1 障害福祉部長講話 

2 障害者施策推進協議会委員（部会委員）に

よる講義 

  名身連 谷川陽美 事務局長 

  名古屋東福祉協会 服部史忠 理事 

3 担当主幹による制度説明 

 

一般職員向け研修 

ねらい： 

・障害者差別解消法の趣旨や職員対応要領の内容の周知 

・各職場における障害者差別解消に係る取り組みの推進 

プログラム： 

1 職場内研修 

2 Ｅラーニング 


